
１．基本事項

川崎市生活文化会館（てくのかわさき） 評価対象年度

・事業者名  財団法人神奈川県労働福祉協会
・代表者名　石川　菊二
・住　　　所　横浜市中区寿町１丁目４番地

評価者

　平成１８年４月１日～平成２３年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価
分類 項目 配点 評価段階 評価点
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平成２１年度

経済労働局労働雇用部
雇用担当課長

川島　達也

経済労働局労働雇用部

着眼点

 ○平成21年度の各室利用率はホール71.5％、研修室68.8％、会議室37.8％、実習室34.9％、和室
64.0％、談話室70.1％、展示場31.0％、全室平均52.9％であり、利用人員は合計で173,148人。目標
利用率比（全室平均）112.8%、目標利用人員比112.4%。
○自主講座は計画時14講座430名募集が、18講座実施し1,656名が参加。
○9月開催「技能フェスティバル」は来場者2,980名。
○3月開催「てくのまつり」は来場者2,059名。○8月開催「ものづくり体験教室」は，来場者2,464名

収入実績70,423千円（内訳：市指定管理料44,905千円、利用料金収入23,086千円、自主事業収入
1,325千円、その他収入1,107千円)…収入計画比105％
支出実績70,423千円（内訳：人件費35,263千円、事業費1,505千円、管理費27,093千円、事務経費
1,829千円、その他2,607千円、他会計繰入2,126千円）

施設利用者、関連団体で構成される「てくのかわさき利用者懇談会」を年2回開催し、意見・要望を把
握。
「利用者の声」箱を施設内２ヵ所に設置し、意見が投函された場合は即日回答。

利用者満足度調査を適切に実施しているか

利用者満足度は向上しているか

事業実施による成果の測定が適切に行われているか

当初の事業目的を達成することができたか

計画に基づく適正な支出が行われているか

効率的な執行等、経費縮減の具体的な取組は為されたか

支出に見合う効果は得られているか

指定管理者制度活用事業　評価シート

事業成果

効率的・効果
的な支出
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（評価の理由）
施設利用者アンケート、講座受講者アンケートを実施し、設備・利用料・応接等の満足度を調査したところ、好意的
な意見が多数を占めており、自主事業については満足度が８８％となっている。アンケートでの要望事項について
は即日回答すると共に対応可能な案件は速やかに応対している。また、事業についても調査を実施すると共に利
用者の意見を反映して実施し、来場者・利用者は対前年比を大幅に超過し、技能の振興に資すると共に市民や地
域の交流を促進するなど、計画を上回る成果を上げている。

10

調査結果の分析を行い、満足度向上のための具体的な取組に
反映しているか

10
利用者満足
度

計画通りの収入が得られているか

収入増加のための具体的な取組が為されているか

（評価の理由）
自主事業の拡大、平成てくのブログの開設などによる積極的な広報、理美容実習室の多目的化等により、利用者
が増加したことで目標利用収入比は122.9％となり、収入は予算額を上回っている。支出では省エネルギー診断の
実施、不必要な照明等の停止等に取り組むと共に、収入の予算超過分を老朽化した備品の購入等に充当し、適
切に執行されている。

7

4.8
適切な金銭
管理・会計手
続

収入と預かり金等を区別し、適切に管理を行っているか

事業収支に関して適正な会計処理が為されているか



適正な人員
配置
連絡・連携体
制

再委託管理

担当者のス
キルアップ

3 3 1.8

コンプライア
ンス
職員の労働条
件・労働環境

環境負荷の
軽減

3 4 2.4

施設・設備の
保守管理
管理記録の
整備・保管

清掃業務

警備業務

外構・植栽管
理

備品管理

適
正
な
業
務
実
施

組
織
管
理
体
制

（評価の理由）
設備管理運営業務は、施設・設備チェックシートを作成し、朝一の点検や午後の点検において、施設・設備の点検
と併せて不審者や不審物のチェックも行っている。特に清掃等について重点を置き、トイレ、通路、給湯室は点検
回数を増やすなど、利用者の安心・信頼・好感の向上に努めた。
また植栽等についても常に点検、観察を行い、剪定や殺虫等は職員自らが行うことで、迅速かつ適正な対応と経
費節減に努めた。

定期または随時の会議等によって所管課との連絡・連携が十分
に図られているか

3 4

3 4

サ
ー

ビ
ス
向
上
及
び
業
務
改
善 （評価の理由）

技能の振興という観点から積極的に自主事業を実施し、自主講座の開催数・参加数は計画を大幅に超過してい
る。また、会館広報誌の発行やホームページにおける平成てくのブログの開設、利用者団体の情報掲示板新設を
実施し、広報活動の強化を図っている。利用者アンケート、自主事業参加者アンケート、利用者懇談会、利用者の
声等、多様な方法で利用者の意見・要望を把握に努め、利用者へは回答を即日、施設内に掲出すると共に改善
可能な案件は早急に対応するなど、計画を上回る成果を上げている。また、職員の対応等についても非常に高い
評価を得ている。

個人情報保護、その他の法令遵守のルール（規則・マニュアル
等）と管理・監督体制が整備され、適切な運用が為されているか

4

利用者からの苦情や意見に対して、迅速かつ適切に対応してい
るか
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10

必要な人員（人数・有資格者等）が必要な場所に適切に配置され
ているか

利用者ニーズの把握に努め、それを事業や管理に反映させる取
組が為されているか

2.4

緊急時に警察や消防など関係機関と速やかに連携が図れるよ
う、連絡体制を構築し、定期的に情報交換等を行っているか
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2.4

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点
検や整備等を適切に実施しているか
業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されている
か。
施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利
用できる環境を維持しているか
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外構の植栽を適切に管理（草刈、剪定、害虫駆除等）しているか

施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等
の未然防止に役立っているか

8

（評価の理由）
毎月、所管課と連絡調整会議を開催し、職員間で全員ミーティングを実施して情報共有を図ると共に適宜、連携し
て業務を履行されている。
職員の研修を積極的に実施し、職員のスキルアップに努め、利用者満足度の向上に寄与している。
危機管理マニュアルを整備し、消防計画にのっとり、消防訓練等を適切に実施されている。環境へ配慮としては、
グリーン購入を実施するとともに、21年度からは、利用者と一体でエコキャップ運動に参画するなど積極的に取り
組んでいる。

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修が定期的に行わ
れ、スタッフのスキルとして浸透しているか

再委託先との連携調整が適宜・適切に行われ、業務の履行につ
いても適切な監視・確認が為されているか

事件・事故、犯罪、災害から利用者を守ることができる適切な安
全管理体制となっているか（人員配置、マニュアル、訓練等）

2.4

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労
働環境が整備されているか

環境に配慮した調達や業務実施が行われているか

安全・安心へ
の取組

8
意見・要望の収集方法は適切だったか（十分な意見・要望を集め
ることができたか）

10

業務改善が必要な場合に、現状分析、課題把握、改善策の検討
と実施が行われているか

適切なサー
ビスの提供

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に
提供されたか

4

3

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が
適切に行われているか

サービスの利用促進への具体的な取組が為されているか

利用者への情報提供を適時かつ十分に行っているか

実施計画と実際のサービス提供に「ずれ」が生じている場合、原
因究明に必要な取組が為されているか

5 10

利用者の意
見・要望への
対応

業務改善に
よるサービス
向上

業務改善の取組によって具体的な効果があらわれたか



４．総合評価

80.0 評価ランク

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

評価点合計 B

　昭和４４年に建築された区役所庁舎を改修して開設された会館であるがゆえに、利用者の意見等は施設設備に関連す
る事項に集約されがちではあるが、利用者が快適に施設利用するための大きな要素である意見・要望の集約・分析・対
応、職員の応接等については、指定管理者の会館運営の実績経験が運営面に適切に活かされている。
　これにより平成２１年度川崎市生活文化会館の管理運営については一定の評価を与えることが適当と考える。

　生活に根ざした文化である技能について、市民の理解を一層深めていくとともに、技能職者相互の交流及び技能水準
の向上を図り、もって技能を尊重する社会形成及び技能振興・促進に、生活文化会館が機能するための方策を十分吟味
し会館の運営とその管理にあたること｡また、会館内に新たに開設する「かわさき若者サポートステーション」事業との連携
を図ること。青少年を対象とした技能伝承の取組みを始め、多様なサービスの展開、利用者等との協働運営の推進、交
通利便性を活かした夜間講座の実施、インターネットを活用した広報・啓発の充実を図る

　指定管理者である財団法人神奈川県労働福祉協会は、指定管理４年目である平成２１年度において、①更なる広報活
動の強化②自主事業の充実③施設・設備の充実と省エネルギーよる環境整備④目標利用率の達成⑤技能団体との連
携強化、の重点目標を掲げ、過去３年間の事業実績を踏まえながら技能職者と市民との交流促進及び市民相互の交流
拠点づくりを進めるため、技能振興に貢献する事業の企画・開催や施設の管理業務等を遂行している｡

　広報活動については「てくのかわさき」の更なる周知を目指し、官公庁・関係企業等と連携しＰＲを行うと共にホームペー
ジに新たに開設した平成てくのブログや会館情報誌を活用している。また、利用者ニーズに合う自主講座を技能職団体
等と連携し当初計画以上の18講座を実施して新たな利用者を開拓し、「技能フェスティバル」や「てくのまつり」でもかわさ
きマイスターを始め技能職者に数多く参加いただき、多くの来場者を集めたこと、また、神奈川県の事業等にも積極的に
協力し、「ものづくり体験教室」開催や技能五輪のＰＲを行ったことは評価できる。施設整備については昭和４４年に建築さ
れた建物であるため利用者の意見・要望等も設備更新関連が多くなるが、大規模リニューアルは困難であるために、省エ
ネ対策や利用率の高い備品の交換を実施している。
　利用率は多目的利用が可能な会議室や研修室が比較的高く、平均５２．９％であり、目標の４６．９％を上回っている。
利用目的別に設けられている実習室や展示場の利用率向上を図ることが課題であったが、理美容実習室の多目的化で
利用率が上昇した。収入状況は目標額を達成しており（１０８．４％）、利用率の向上が寄与している。


